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○長崎市立老人福祉施設条例施行規則 

昭和44年５月17日 

規則第25号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長崎市立老人福祉施設条例（昭和44年長崎市条例第18号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（昭47規則26・平16規則136・平17規則91・一部改正） 

（指定管理者の公募） 

第２条 市長は、条例第３条第２項の規定により指定管理者を公募しようとするときは、あ

らかじめ、申請の受付場所、受付期間及び選考の方法その他必要な事項を公表するものと

する。 

（平17規則91・全改） 

第３条 条例第３条第３項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（第１号様式）とし、

市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

(2) 法人の登記事項証明書及び役員名簿（法人以外の団体にあつては、名称、所在地、

役員名簿、設立年次等団体の概要、団体の活動内容等を記載した書類） 

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前３事業

年度の収支計算書、事業報告書その他団体の事業及び経営の状況を明らかにする書類 

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書及び事業計画書 

(5) 市税、消費税、地方消費税等を滞納していないことを証する書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（平17規則91・全改、平26規則98・令元規則89・令４規則14・一部改正） 

（開館時間） 

第４条 条例第５条第１項に定める老人福祉施設の開館時間の承認の基準は、次のとおりと

する。 

(1) 開館時間は、午前10時から午後４時30分までの時間帯を基本とし、１日６時間30分

以上とすること。 

(2) 開館時間の決定に当たつては、市民の利便性等に最大限配慮すること。 

(3) 開館時間を決定し、又は変更したときは、その旨を市民に周知する措置を講じるこ

と。 
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（平17規則91・追加、令元規則89・一部改正） 

（休館日） 

第５条 条例第５条第１項に定める老人福祉施設の休館日の承認の基準は、次のとおりとす

る。 

(1) 休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日であること。 

(2) 年始及び年末の休館日は、１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日ま

での期間内であること。 

(3) 休館日に開館し、又は開館日に休館する場合は、その旨を市民に周知する措置を講

じること。 

（平17規則91・追加） 

（利用許可の申請） 

第６条 老人福祉施設の利用の許可を受けようとする者は、長崎市立老人福祉施設利用許可

申請書（第２号様式）を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人で利用しよ

うとする者については、当該利用許可申請書の提出を省略させるものとする。 

（昭47規則26・一部改正、平17規則91・旧第４条繰下・一部改正、平26規則98・

一部改正） 

（利用の変更又は取消しの手続） 

第７条 老人福祉施設の利用の許可を受けた事項を変更し、又は利用を取り消そうとすると

きは、速やかにその旨を指定管理者に申し出なければならない。 

（昭47規則26・平４規則４・一部改正、平17規則91・旧第５条繰下・一部改正） 

（利用者の守るべき事項） 

第８条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。 

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(3) 利用を終わつたときは、係員に申し出ること。 

(4) 建物又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちに係員に報告すること。 

(5) 係員の指示に従うこと。 

（平４規則４・一部改正、平17規則91・旧第６条繰下・一部改正、平26規則98・

一部改正） 

（委任） 



3/8 

第９条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。 

（平17規則91・旧第７条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（平16規則136・旧附則・一部改正） 

（市長による管理） 

２ 条例附則第２項前段の規定の適用を受ける場合における第６条及び第７条並びに第２

号様式の適用については、第６条及び第７条中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、

第２号様式中「（あて先）指定管理者」とあるのは「（あて先）市長」と、「指定管理者     

[印]」とあるのは「市長     [印]」とする。 

（平18規則38・全改） 

３ 条例附則第２項後段の規定により読み替えて適用される条例第５条第１項の規定によ

る利用時間及び休館日については、次のとおりとする。 

(1) 利用時間 午前10時から午後４時30分まで 

(2) 休館日 

ア 毎週日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

ウ １月２日及び３日並びに12月29日から同月31日まで 

（平18規則38・追加） 

附 則（昭和47年５月１日規則第26号） 

この規則は、昭和47年５月１日から施行する。 

附 則（昭和48年７月１日規則第51号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年３月17日規則第４号） 

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月23日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の長崎国際文化会館条例施行規則、第２条の規定による改正
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前の長崎市有墓地条例施行規則、第３条の規定による改正前の長崎市役所庁内取締規則、

第４条の規定による改正前の長崎市営住宅条例施行規則、第５条の規定による改正前の長

崎市証紙条例施行規則、第６条の規定による改正前の長崎市有財産規則、第７条の規定に

よる改正前の長崎市立老人福祉施設条例施行規則、第８条の規定による改正前の長崎市水

産振興会館条例施行規則、第９条の規定による改正前の長崎市児童館管理規則、第10条

の規定による改正前の長崎市漁民研修所条例施行規則、第11条の規定による改正前の長

崎市式見運動施設条例施行規則、第12条の規定による改正前の長崎市電子計算組織の運

営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の長崎市情

報公開条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長崎市さくらの里条例施行規則に

定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成16年12月28日規則第136号） 

この規則は、平成17年１月４日から施行する。 

附 則（平成17年６月30日規則第91号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第38号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月22日規則第98号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の長崎市立老人福祉施設条例施行規則第２号様式並びに第

２条の規定による改正前の長崎市駐車場条例施行規則第２号様式、第４号様式及び第８号

様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（令和元年８月21日規則第89号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月15日規則第14号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用
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することができる。 

(1)及び(2) 略 

(3) 長崎市立老人福祉施設条例施行規則 



6/8 

 



7/8 

 



8/8 

第１号様式（第３条関係） 

（平17規則91・追加、平26規則98・令元規則89・令４規則14・一部改正） 

第２号様式（第６条関係） 

（昭47規則26・平４規則４・一部改正、平17規則91・旧様式・一部改正） 

 


